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株式会社東京証券取引所への「改善報告書」の提出について 
 
当社は、平成１７年５月３０日付けで、株式会社東京証券取引所より「改善報告書」の提出を

求められておりましたが、本日、別添のとおり提出いたしましたのでお知らせいたします。 

以上 

添付書類：改善報告書 
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って株式を取扱えば会社として免責されるとする商法の規定があることに漫然と依

拠し、問題意識をもちえなかったこと、②株式上場時に関係会社所有株式の名義を個

人とする個人名義株の方法については、この方法が一般的に採用されているとの幹事

会社（山一證券㈱）の指導のもと実施したことなどの事情がありました。 
また当社においては、有価証券報告書等の「株主の状況」の記載は総務部が担当

しておりますが、その際、会計監査法人などからも大株主の記載と株主名簿の上位

１０名について確認されたのみで「名義株式」の有無を調査されたことがなく、そ

れが有価証券報告書等の虚偽記載にあたる可能性があるとの指摘を受けたことはあ

りませんでした。しかも証券代行会社からも個人名義株の存在について特段異例な

ものという指摘を受けたことはなく、他の上場企業にも相当数でみられる、ありふ

れた事象であると認識していました。 
そのため当社では、従来個人名義株が違法とまではいえないが「不適切な存在」

であり、その解消は将来的な「経営課題」であると認識してきたため、昨年１０月

の西武問題の発覚までは「将来的に解決しなければならない問題である」という程

度の認識でした。 
その結果、当社は、「株価への影響」等への配慮もあって実質株主であるグループ

会社と個人名義株の解消方法・時期等具体的な協議をするまでには至りませんでし

た。 
(3)(3)(3)(3)    個人名義株の判明およびその解消について個人名義株の判明およびその解消について個人名義株の判明およびその解消について個人名義株の判明およびその解消について 
当社では、昨年１０月に西武問題が発覚した後は、当社の個人名義株の「早期解消」

が必要であり、それが緊急かつ重要な「経営課題」であると認識されるに至り、同

年１０月、当社および小田急電鉄㈱との間で、個人名義株の問題について具体策を

協議いたしました。 
その後も引き続き、個人名義株解消に向けて両社において協議したものの、解消

方法等について結論が容易に出せない状況でありました。 
その後、平成１６年１１月に小田急電鉄㈱より、当社の個人名義株は「早急にグ

ループ内で処理する」旨の提案が示され、当社で手続きを行い、同年１２月上旬ま

でに全ての個人名義株が解消されました。 
その際、投資家保護のために必要な企業内容等の開示（ディスクロージャー）と

いう観点から問題を十分検討することを怠ってしまいました。 
(4)(4)(4)(4)    有価証券報告書等の一斉点検への対応について有価証券報告書等の一斉点検への対応について有価証券報告書等の一斉点検への対応について有価証券報告書等の一斉点検への対応について    

上記のとおり、当社では個人名義株の存在を認識しておりましたが、昨年１１月

の有価証券報告書自主点検の際、平成１６年１２月１５日付で「訂正の必要がない」

旨の回答をいたしましたのは、次の理由によるものであります。 
① 西武問題の報道を受け、小田急グループとして個人名義株が存在している状況

を早急に是正する必要があると判断されたことから、平成１６年１２月上旬まで

に個人名義株が全て解消されていたことを当社では認識していた。 
② 当該個人名義株を実質保有とした場合でも、平成１２年３月期から平成１６年

３月期までの期間において、東京証券取引所が定める上場廃止基準、同取引所市

場第一部から第二部への指定替え基準に抵触する状況にはなく、また、親子会社
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関係など会社支配に与える重要な開示情報に影響はないと判断した。 
以上の結果として、当社では、投資家保護のために必要な企業内容等の開示（デ

ィスクロージャー）よりも社内事情を優先させるという判断の誤りをいたしました。 
(5)(5)(5)(5)    本年４月の貴取引所からの名義株に関する照会への対応について本年４月の貴取引所からの名義株に関する照会への対応について本年４月の貴取引所からの名義株に関する照会への対応について本年４月の貴取引所からの名義株に関する照会への対応について    

本年４月１３日に、貴取引所より名義株存在の有無に関し、配当金支払先や株主

宛通知の発送先など、具体的な調査の視点も踏まえた照会をいただきましたことか

ら、情報開示統括部門におきまして対応を検討しましたが、当社内に上記(4)の認識
があったことから、平成１７年４月１９日、過年度５期を通じて調査したが名義株

は存在しない旨の不実の回答をいたしました。 
このことは適正な情報開示の必要性について軽率な判断をしたという意味で、企

業内容等の開示につき責任を負う上場企業としてあってならない対処であったと認

識いたしております。 
(6)(6)(6)(6)    貴貴貴貴取引所宛提出書類「株式の分布状況表」に不実の記載が行われていたことにつ取引所宛提出書類「株式の分布状況表」に不実の記載が行われていたことにつ取引所宛提出書類「株式の分布状況表」に不実の記載が行われていたことにつ取引所宛提出書類「株式の分布状況表」に不実の記載が行われていたことにつ

いていていていて    

当社においては、従来株主名簿の記載にしたがって株式を取扱えば会社として免責

されるとする商法の規定があることに漫然と依拠し、個人名義株への問題意識がなか

ったことから、有価証券報告書等の「株主の状況」の記載や貴取引所宛提出書類の「株

式の分布状況表」の記載が虚偽記載にあたる可能性となるとの認識がなく、従来から

の株主名簿の記載に従った株主取り扱いを継続しておりました。 
そのため当社は貴取引所に対しても、株主名簿の記載に依拠して貴取引所宛提出書

類の「株式の分布状況表」に虚偽の記載をなし、これを提出しておりました。 
西武問題が発覚し昨年１１月の有価証券報告書自主点検の依頼を受けた後も、当社

では、投資家保護のために必要な企業内容等の開示（ディスクロージャー）をないが

しろにしてしまう誤りをおかし、平成１６年１２月上旬までに個人名義株が全て解消

されていたことなどから、有価証券報告書等の「株主の状況」の記載や貴取引所宛提

出書類の「株式の分布状況表」の記載を過去に遡って訂正するとの判断に至りません

でした。 
その後、平成１７年５月１６日、当社に関東財務局より、株主の状況に関する資料

について平成１７年５月２６日までに提出を求める旨の依頼文が送付されてきたこ

とから、過去に遡って有価証券報告書等の「株主の状況」の記載や貴取引所宛提出書

類の「株式の分布状況表」の記載を訂正する必要があるとの認識に至りました。 
その後本年５月１７日、小田急電鉄㈱において開催された検討会で、当社および小

田急建設㈱の個人名義株が存在していた事実を小田急グループとして認識し、有価証

券報告書等を訂正することを発表することが決定されました。 
 
２．個人名義株に関する株主権等について２．個人名義株に関する株主権等について２．個人名義株に関する株主権等について２．個人名義株に関する株主権等について    
(1)(1)(1)(1)    配当金の支払い配当金の支払い配当金の支払い配当金の支払い    

配当金については、個人名義株分についても通常のとおり、支払通知書（標記上の

受取人は他人名義人）を株主名簿に登録された住所（実質所有会社の本社気付）に

郵送し、実質所有会社がその支払通知書により郵便局（平成２年までは銀行）で配
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当金を受け取りました。 
ただし、小田急電鉄㈱と㈱小田急百貨店については、支払通知書を郵送せずに留置

きにして当社にて預かり、他人名義株式分の配当金総額を両社の銀行口座に直接振

り込みました。 
(2)(2)(2)(2)    株主総会にかかる招集通知及び議決権行使株主総会にかかる招集通知及び議決権行使株主総会にかかる招集通知及び議決権行使株主総会にかかる招集通知及び議決権行使    

招集通知については、個人名義株についても通常のとおり、株主名簿に登録された

住所（実質所有会社の本社気付）に郵送いたしました。ただし、小田急電鉄㈱と㈱小

田急百貨店については、当社にて留置き（留置き指定物に同封された不送付一覧表と

合致しているかどうかを照合した後、当社ストック用として資料室に保管）しており

ました。 
議決権行使は、実質所有会社が議決権行使書に印鑑を押印して、当社に提出するの

が通常でしたが、小田急電鉄㈱と㈱小田急百貨店については、同社の了解を得て当社

に保管されている印鑑を押印することで、株主総会前日までに当社に送付され行使さ

れた他の行使書と同様の処理を行うのが慣習となっておりました。 
    (3)(3)(3)(3)    その他の書面等その他の書面等その他の書面等その他の書面等    

株主総会終了をもって送付される決議通知、事業報告書、株主優待券等については、

招集通知と同様、当社の参考資料として資料室に保管しておりました。    

    

Ⅱ）不適切な情報開示等を行ってきた原因（問題点）と業務改Ⅱ）不適切な情報開示等を行ってきた原因（問題点）と業務改Ⅱ）不適切な情報開示等を行ってきた原因（問題点）と業務改Ⅱ）不適切な情報開示等を行ってきた原因（問題点）と業務改善の必要性善の必要性善の必要性善の必要性    

１．１．１．１．ディスクロージャー制度への認識不足ディスクロージャー制度への認識不足ディスクロージャー制度への認識不足ディスクロージャー制度への認識不足    
当社では、株主名簿の記載にしたがって株式を取扱えば会社として免責されるとする

商法の規定があることに漫然と依拠し、様々な事情により問題意識をもちえなかったこ

とから（問題意識の欠如）、個人名義株の解消は「将来的に解決しなければならない」程

度の問題にすぎず、経営の重要課題であるとの認識がありませんでした。そのためもあ

って有価証券報告書等につきましても、実質株主と株主名簿の記載の乖離についての「適

正な情報開示の必要性」に対しての認識も乏しかった（適正開示の認識不十分）と考え

ております。 

すなわち当社が、個人名義株問題につき長年に亘り不適切な情報開示等を行ってきた

根本原因といたしましては、当社役員には企業内容等の開示（ディスクロージャー）の

重要性に関する認識はありましたが、それは会社の財務内容や事業内容等に関する情報

についての認識に止まり、それに関する正確かつ適時に開示することについては重要な

経営課題として認識し適正開示に努めていたものの、個人名義株の問題が企業内容等の

情報として重要性をもつことの認識が乏しかったことによるものと考えられます。 

そのため有価証券報告書等の「株主の状況」の記載が実質株主と乖離しており虚偽記

載に該当するとの認識を欠いており、個人名義株の問題が証券取引法における企業内容

等の開示制度（ディスクロージャー制度）と関連して重要問題であるとの認識をもって

いなかったといえます。 

したがって株式を公衆に向けて発行し流通させている上場企業として、投資家保護を

主眼とする企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）の重要性を再認識し、証
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券市場において株式取引が公正かつ適正になされるためには、株式の実質所有について

も適正に開示することが重要であると再認識することが必要と考えます。 
    
２．２．２．２．コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスの観点からの観点からの観点からの観点から    
西武問題が発生し、個人名義株が「早急に解決すべき重要な経営課題」と認識した後に

おいても、当社では、事実の公表によって問題が波及的に拡大することへの過度の警戒か

ら、投資家保護のために必要な企業内容等の開示（ディスクロージャー）をないがしろに

してしまう誤りをおかし、個人名義株が解消すればそれでよしとしてしまい、当該個人名

義株が解消すれば重要な情報開示に問題があっても仕方がないと判断してしまいました。 
そのため平成１６年１１月関東財務局から「有価証券報告書等の記載に係る自主的な点

検について」と題する書面を受領した後、当社は平成１７年１２月１５日付けで「訂正の

必要がない」旨の虚偽の回答をいたしました。 
このことは企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）に不適法といえる報告を

なしたものであり、法令遵守（コンプライアンス）の観点から問題があったといわざるを

得ない結果となったと認識しております。 
当時当社には個人名義株の解消と公表にあたってコンプライアンスよりも「ルールに反

するが経営上やむを得ないとする考え方」を優先した判断ミスがあったことが、今回の原

因であると考えております。 
    
３．当社の問題点と改善の必要性３．当社の問題点と改善の必要性３．当社の問題点と改善の必要性３．当社の問題点と改善の必要性    
以上今回の個人名義株に関する不適正な情報開示の問題は、当社の経営において、投資

家保護のための企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）についての認識不足が

あったことと、企業の法令遵守（コンプライアンス）体制に対する認識不足が背景にあり、

これが原因となったものと認識いたします。 
とくに長期に亘り個人名義株が存在することを認識しながら問題解消を先送りにし、事

実の公表による波及的影響を恐れる余り事実の開示を遅延したことは、今後の業務改善の

重要な課題といえます。 
さらに、当社経営陣の上記のような認識不足に加え、当社内における業務牽制の低下と

社内監査の不徹底により不正確かつ不適正な情報開示に対し、これを社内で牽制し適正開

示を求めることのできる内部統制・内部監査の体制が十分機能しなかったことが露見した

ものであります。 
そのため当社としては、早急に後述の改善措置を実行し株主および投資家の皆様からの

信頼の回復に努める所存です。 
 
４．今回の訂正が投資家および証券市場に与えた影響についての認識４．今回の訂正が投資家および証券市場に与えた影響についての認識４．今回の訂正が投資家および証券市場に与えた影響についての認識４．今回の訂正が投資家および証券市場に与えた影響についての認識    

不実記載の事実が証券市場への信頼を大きく揺るがすとともに、投資家等の皆様に非常

なご心配、ご迷惑をおかけすることになり、また、5月２１日に東京証券取引所から開示
注意銘柄に指定されてから 5月３０日付で解除されるまでの間、上場廃止等のご不安をも
たれたことに対し、ここに改めて深くお詫び申し上げる次第です。 
企業経営は、誠実性、透明性、法令遵守といった基本的な事柄を前提としてはじめて成
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り立つものであり、市場に対する正確かつ適切な情報開示は、経営者としての最大の責務

であります。この責務を果たさず、市場からの期待や信頼を傷付け、全てのステークホル

ダーの皆様方に多大なご迷惑をお掛けしましたことに対する経営トップとしての責任を

明確にするため、取締役社長の遠山一德は、6 月 10 日をもって当社ならびにグループ会
社の役員を全て辞任いたしました。 

 

Ⅲ）Ⅲ）Ⅲ）Ⅲ）再発防止に向けた今後の改善措置再発防止に向けた今後の改善措置再発防止に向けた今後の改善措置再発防止に向けた今後の改善措置    

１．１．１．１．ディスクロージャー制度に関する意識改革ディスクロージャー制度に関する意識改革ディスクロージャー制度に関する意識改革ディスクロージャー制度に関する意識改革    

当社が、個人名義株問題につき長年に亘り不適切な情報開示等を行ってきた根本原因

といたしましては、当社役員および有価証券報告書等の作成に携わる当社担当者に投資

家保護のための企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）についての認識不足

がありました。そのため個人名義株の問題が企業内容等の情報として重要性をもつこと

の認識が乏しかったことによるものと考えられます。 

当社では、今後役員および有価証券報告書等の作成に携わる当社担当者に定期的な講

習会を開催して啓発教育を行い、法令遵守の徹底、適時開示等に関する意識改革を図っ

て、企業内容等の適正開示（ディスクロージャー）の意識を徹底します。 

    

２．コンプライアンス体制の再整備２．コンプライアンス体制の再整備２．コンプライアンス体制の再整備２．コンプライアンス体制の再整備    

 (1) コンプライアンスマニュアルの改訂 
当社では、平成 15 年 11 月にコンプライアンスマニュアルを作成し、役員、従業員
全員に一冊ずつ配布しておりますが、今回の件をコンプライアンスマニュアルに教訓

として記載して、不適切な状態の継続や「ルールには反するが経営上やむを得ないと

する考え方」の優先は、たとえ社内的な「大義名分」があろうとも、結果としてコン

プライアンスにもとづかない行動がいかに大きいダメージがもたらすかを、全社に浸

透させるよう努めます。 
また、コンプライアンスマニュアルの配布にとどまらず、一年に 1回、管理職以上を
対象に定期的に講習会を開催し、従業員の法令遵守意識を向上させます。 
コンプライアンスマニュアルの改訂にあたっては、具体的には以下の事項を明記いた

します。 
① 当社および当社グループ会社の目先の経済的利益よりも、まず法令遵守を優先す

ることが重要であることを改めて記載。 
今回の件をコンプライアンスマニュアルに具体的教訓として記載して、いかにコン

プライアンスの欠如が企業の信頼を失い、企業の利益に反するかを全社に浸透させ

るとともに、今後の当社業務に反映させてまいります。 
 ② グループ内名義株式の禁止確認。 
(2) 株式監視委員会の設置 

   当社は、平成 15年からコンプライアンス委員会を設置して、社内の法令違反の未然
防止に努めてまいりましたが、個人名義株については同委員会内にも十分な問題意識

が及ばなかったため、その解消が遅延してしまいました。  
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   現在当社におけるグループ会社内の個人名義株は解消いたしておりますが、今後の

個人名義株の再発等を監視するため、コンプライアンス委員会内に「株式監視委員会」

を設置して、個人名義株を含めた当社発行株式に関しての問題の発生を調査、確認す

る体制を整えるものとします。 
   「株式監視委員会」は、今後の個人名義株等についての社内の意識を高めるため、

年２回（有価証券報告書と半期報告書の作成に合わせて）、個人名義株を含めた当社発

行株式に関しての問題発生の有無を社内に公表し、問題の社内風化を防止するものと

します。 
    

３．内部統制・内部監査体制の強化３．内部統制・内部監査体制の強化３．内部統制・内部監査体制の強化３．内部統制・内部監査体制の強化    

        当社が、個人名義株問題につき長年に亘り不適切な情報開示等を行ってきた根本原因

といたしましては、当社役員等に企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）に

ついての認識不足があったことに加え、当社内における業務牽制の低下と社内監査の不

徹底から、これを社内で牽制し適正開示を求めることのできなかったことも重要な要因

であります。 
したがって当社における内部統制・内部監査の体制が十分機能するようにすることが

重要な経営課題であることも判明いたしました。そのため当社としては、以下の措置を

実施いたします。    

(1)(1)(1)(1)    監査役会の機能強化監査役会の機能強化監査役会の機能強化監査役会の機能強化    

   当社においては監査役会制度を採用しておりますが、今後は監査役会に対し、大株

主の記載と株主名簿の上位１０名などについて報告するだけでなく、その内容として

の実質株主等についても報告し、個人名義株式の有無およびその他株式に関する事項

を監査の対象とする意識を強めるようにします。 
また、監査役会が取締役会や代表取締役に「物言える監査役会」となるよう機能強

化に努め、有価証券報告書等や貴取引所に対する提出書類における記載が虚偽報告と

なっていないかの監査を強化し、訂正すべき事項を発見した場合、取締役に明確に訂

正を求めることができるようにします。 
(2)(2)(2)(2)    内部監査室の設置内部監査室の設置内部監査室の設置内部監査室の設置            

個人名義株の問題は、実際の事務的な株式取扱作業の段階での監視・相互牽制を強化

する必要があり、また監査役では有価証券報告書等や貴取引所に対する提出書類の作成

過程までは関与・監視することが実務上困難な面があるため、取締役社長の直下に「内

部監査室」を設置して、内部統制・内部監査の強化に努めます。 
   内部監査室は、執行部門から独立した立場で、業務監査に関する調査・監査権限を

有するものとします。内部監査室が、当社の業務執行に問題があると判断した場合に

は、監査役会およびコンプライアンス委員会に報告すべき義務を負うものとし、全取

締役ならびに経営幹部（部長、グループリーダー）に対して、業務改善のための指令

を与える権限を付与いたします。 
   内部監査室は、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について定期的

に取締役会および監査役会に報告するものといたします。 
(3)(3)(3)(3)    情報開示責任者の明確化と全社での連係体制・連絡体制の整備情報開示責任者の明確化と全社での連係体制・連絡体制の整備情報開示責任者の明確化と全社での連係体制・連絡体制の整備情報開示責任者の明確化と全社での連係体制・連絡体制の整備    



 

 8

今回の情報開示の問題は、情報開示責任者（総務部長）の権限と責任が明確でなく、

また各部門がそれぞれ単独で開示情報を持つ中で、情報開示責任者に正確に情報が伝わ

らないことも一要因となっていたと思われます。 
ついては、情報開示責任者を一般管理部門を統括する担当取締役（現在は専務取締役

経営企画本部長）に変更するとともに、本情報開示責任者のもとに各部門の全部長を構

成員とした開示情報連絡会議を月に 1回定例的に開催することとし、全社での開示情報
に係る連係・連絡体制を整備して、情報開示責任者の情報把握漏れを防ぐこととします。 

 
４．株式取り扱い４．株式取り扱い４．株式取り扱い４．株式取り扱いマニュアルの改訂および規則化マニュアルの改訂および規則化マニュアルの改訂および規則化マニュアルの改訂および規則化    

 名義株に係るマニュアル（配当金支払い、招集通知の留置き等）記載部分の削除なら

びに取り扱い禁止項目の追加をいたします。 
(1) 決議通知、事業報告書、株主優待券等の留め置き禁止 
(2) 株主名の印鑑保有の禁止 
(3) 配当金振込指示書 
 配当金の振込については全て株主の個々の指示によるものとし、当社が配当金振込

指示書などによって一括して株主名簿上の株主の名義と異なる名義の支払い先への配

当金の振込み指示（他人名義の銀行口座への振込み）を行うことを禁止する。 

(4) 名義書換のための株券の預かりの禁止 

  株式の名義書換は、株主個人により行うものとし、当社が名義書換のために株券を

預かることを禁止する（名義書換の代行事務の禁止）。 
(5) 報告義務 
株主名簿上の株主の名義以外の口座への振込み、招集通知の株主名簿上の株主の住

所以外への送付、個人株主の株主名簿への法人住所登録等については、問題の有無に

かかわらず「株式監視委員会」への報告事項とする。 
 

５．５．５．５．関連部署担当者の意識強化、スキルアップ関連部署担当者の意識強化、スキルアップ関連部署担当者の意識強化、スキルアップ関連部署担当者の意識強化、スキルアップ    

今回の個人名義株の取り扱いおよび有価証券報告書への不実の記載について社内調査

を実施した結果、株式担当者が業務の本質を理解せず、単に前任者からの申し送りとマニ

ュアルに従って業務を処理したこと、また有価証券報告書の作成にあたっては「大株主」

について実質所有で記載するという基本的なことを担当者が理解していなかったことが

判明いたしました。 
したがいまして、それぞれの業務のマニュアルの改訂だけではなく、株式実務および証

券取引法等に関する知識を深めるため、一般管理部門において実務者レベルの勉強会を開

催することとし、担当者の意識改革とスキルアップをはかることとします。 
 
６．証券代行との連携６．証券代行との連携６．証券代行との連携６．証券代行との連携    

以上、社内での改善策を記載しましたが、確実に再発を防ぐためには、証券事務の代行

を委託している証券代行機関の協力が欠かせません。ついては、以下の事項について当社

社長名にて依頼する所存です。    

(1) 留置き等の特例措置は原則として認めない。 
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(2) 株式担当から異例な指示があった場合は「株式監視委員会」に通知する。 
 

Ⅳ）改善措置のスケジュールⅣ）改善措置のスケジュールⅣ）改善措置のスケジュールⅣ）改善措置のスケジュール    

(1) ディスクロージャー制度に関する啓蒙教育 
役員については、6月 28日株主総会決議による新役員体制発足後ただちに、第 1回

目の勉強会をコンプライアンス勉強会と併せて外部の専門家を招いて開催します。 
担当者については、実務者レベルの勉強会と併せて６月末日までに第一回目の勉強

会を開催します。 
(2) コンプライアンスマニュアル改訂等 
６月末日までに改訂を実施します。その後、7月中に、第 1回目の講習会を開催しま
す。 

(3) 株式監視委員会と内部監査室の設置 
6月 28日付で組織改正と人事異動により実施します。 

(4) 監査役機能の強化 
6月 28日株主総会決議による新監査役体制発足後の最初の監査役会で、具体策につ
いて協議します。 

(5) 開示情報連絡会議の開催 
第 1回目の会議を 6月 16日に開催します。 

(6) 株式取り扱いマニュアルの改訂 
6月 10日付で改訂いたしました。 

(7) 証券代行会社との連携 
同社と協議中です。 

 

Ⅴ）Ⅴ）Ⅴ）Ⅴ）実質的な個人株主の増加に向けた努力－ＩＲ活動への注力実質的な個人株主の増加に向けた努力－ＩＲ活動への注力実質的な個人株主の増加に向けた努力－ＩＲ活動への注力実質的な個人株主の増加に向けた努力－ＩＲ活動への注力 

当社においては、個人名義株への問題意識がなかったことから、実質的に個人株主を

増加させる努力を怠り、東京証券取引所第二部から第一部への指定などの要件に不足が

あると、安易に、個人に負担をかけないで簡便かつ迅速に個人株主を作出できる個人名

義株の方法がとられてしまいました。 

今後は、個人株主を増加させるためには日常的なＩＲ活動による地道な努力が重要で

あることを十分認識し、当社において個人株主への情報開示に努め、当社の財務内容、

事業内容等に関する情報について正確かつ適時に開示し、投資家に対し当社への理解を

深め信頼の回復に向けて努力をいたします。 

具体的には、当社の事業規模等の現状では、まずは、当社ホームページの見直しを含

めた IT 等の活用により株主各位とのコミュニケーションを大切にし、また株主優待制度

等の見直しをはかるとともに、投資家各位への情報開示を密にすることから実施し、そ

の後、社外の専門家の協力を仰ぎながら新たな IR活動の検討を進めていきたいと考えて

おります。 

以 上 


